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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項、第４項、

第５項及び第７項の規定により監査を実施したので、同条第９項の規定により

監査の結果に関する報告を提出します。 
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財政援助団体等監査結果報告 

 

第１ 対象 

令和５年度に執行した次に掲げる出資団体、財政援助団体及び公の施設の指定管理者

の当該財政的援助等に係る出納その他の事務 

１ 出資団体 

 （１）株式会社千葉経済開発公社【経済農政局経済部】 

 （２）千葉都市モノレール株式会社【都市局都市部】 

２ 財政援助団体 

 （１）千葉市森林組合【経済農政局農政部】 

農林関係事業補助金（優良森林整備事業） 

・災害に強い森づくり事業 

     ・被害森林整備事業 

３ 公の施設の指定管理者 

 （１）特定非営利活動法人まちづくり千葉 

    ・千葉市民活動支援センター【市民局市民自治推進部】 

 （２）アマノマネジメントサービス株式会社 

    ・千葉市栄町立体駐車場【市民局市民自治推進部】 

 （３）桜木霊園・平和公園パートナーズ 

    ・千葉市桜木霊園【保健福祉局医療衛生部】 

    ・千葉市平和公園【保健福祉局医療衛生部】 

 （４）コングレ・東急コミュニティー共同事業体 

    ・千葉市科学館【教育委員会事務局生涯学習部】 

 

第２ 期間 

   令和６年１１月１日から令和７年３月２６日まで 

 

第３ 重点項目 

１ 出資団体 

 （１）事業運営が出資目的に沿って適正に行われているか。 

 （２）決算諸表等は適正に作成されているか。 

 （３）会計経理、財産管理は適切か。 

２ 財政援助団体 

（１）財政的援助が交付目的に沿って適正に活用されているか。 

（２）補助金の交付申請、実績報告等の手続は適正に行われているか。 

（３）補助金の経理が適正になされているか。 
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 ３ 公の施設の指定管理者 

（１）管理業務が設置目的に沿って適正に行われているか。 

（２）基本協定等に基づく義務の履行は適正に行われているか。 

（３）公の施設の管理に係る経理は適切になされているか。 

 

第４ 着眼点 

主な着眼点を次のとおり設定した。 
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 １ 出資団体 

項  目 着  眼  点 

団体関係 

（１）定款並びに経理規程等諸規程は整備されているか。また、 
諸規程に基づいた事務が執行されているか。 

（２）決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。 

（３）事業成績及び財政状況は適正に決算諸表等に表示されてい

るか。 

（４）経営成績及び財政状態は良好か。 

（５）会計経理、財産管理は適切か。 

（６）出納関係帳票の整備、記帳は適正になされているか。また、

領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。 

（７）資金の運用は適切か。経費削減は図られているか。 

所管部局関係 

（１）出資目的及び出資金額等は妥当か。 

（２）出資金等の支出手続は適正か。 

（３）出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指

導監督を行っているか。 

※ 上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。 

 

２ 財政援助団体 

項  目 着  眼  点 

団体関係 

（１）事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が

上げられているか。また、補助金等が補助等対象事業以外

に流用されていないか。 

（２）補助金等交付申請書の提出及び補助金等の請求、受領は適

時に行なわれているか。 

（３）事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管部局へ提出した

補助金等の交付申請書、実績報告等は符合するか。 

（４）精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還

金の返還（貸付金については、元利金の償還）時期等は適

切か。 

（５）出納関係帳票等の整備、記帳は適正になされているか。ま

た、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切か。 

（６）補助金に係る収支の会計経理は適正か。 

（７）団体の監査役や監事は、独立性が確保され、有効に機能し

ているか。 

所管部局関係 

（１）補助金交付要綱は適正に整備されているか。 

（２）補助金の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。 

（３）交付申請書、実績報告書等の内容は十分に確認が行われて

いるか。 

（４）補助金交付団体への指導監督は適切に行われているか。 

※ 上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。 
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３ 公の施設の指定管理者 

項  目 着  眼  点 

団体関係 

（１）公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は整

備されているか。また、諸規程に基づいた事務が執行され

ているか。 

（２）施設は関係法令（条例を含む）の定めるところにより、善

良な管理者の注意をもって適切に管理されているか。 

（３）利用料金を指定管理者が設定する場合、あらかじめ市の承

認を得ているか。 

（４）事業計画書及び収支予算書は適正に作成されているか。 

（５）個人情報の保護に関して必要な措置を講じているか。 

（６）事業報告書は適正に作成されているか。（管理業務の実施 

状況及び利用状況、料金収入の実績や管理経費の収支状況 

等）。 

（７）利用料金の収納は適正に行われているか。 

（８）公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされている

か。また、他の事業との会計区分は明確になっているか。 

（９）公の施設の管理に係る出納関係帳票等の整備、記帳は適正

になされているか。また、領収書等の証拠書類の整備、保

存は適切か。 

所管部局関係 

（１）指定管理者の指定は、適正・公正に行われているか。 

（２）指定管理者に対して適時かつ適切に当該業務又は経理の状 

況に関し報告を求め、調査し、又は指示を行っているか。 

※ 上記以外については、全国都市監査委員会の定めた「監査等の着眼点」を参考とする。 

 

第５ 主な実施内容 

監査は、千葉市監査基準に基づき実施した。 

監査に当たっては、関係書類の審査、関係者からの説明聴取及び現地調査等の方法に

より行った。 

 

第６ 日程 

日 付 内 容 

令和６年 ６月 ４日 監査実施通知  

令和６年１１月１３日 概況説明の聴取 令和６年度第１４回監査委員会議 

令和７年 ３月１９日 復命 令和６年度第１９回監査委員会議 
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第７ 監査の結果 

  前記のとおり監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体等の当該財政

的援助等に係る出納その他の事務の執行及び市の当該団体に対する財政的援助等に係

る事務の執行は、おおむね適正に執行されていたが、次のとおり改善の必要があるもの

が認められた。 

  なお、以下において「指摘」とは、不適切な事案に対し、是正、改善等の措置を求め 

るものである。 

   

１ 財政援助団体 

 （１）千葉市森林組合 

ア 【所管部局】補助金の額の確定における審査を適正に行うべきもの 

   （ア）事案及び問題点 

      千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第８号）第１２条第１項によ

ると、補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、その成果を記載した補助

事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければ

ならないとされている。また、同規則第１３条によると、市長は、前条第１項の

規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査等により、その

報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容等に適合するもの

であるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定す

るものとされている。 

しかしながら、優良森林整備事業のうち今回対象となった事業に係る実績報告

書等を確認したところ、整備事業の竣工を現地確認していたものの、補助対象事

業費の使途状況が不明なまま、報告書等の審査を行い、補助金の交付決定の内容

等に適合すると認め、その額を確定していた。 

   （イ）指摘 

補助金の額の確定における審査については、実施された補助事業が、申請のあ

った補助の目的、効果に合致しているか確認するにあたり、補助対象事業費の使

途状況も確認する必要があることから、規則等に基づき適正に行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 

（参考） 

補助金等交付規則 抜粋 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを

含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に市長が必要と認める書類を添

付して市長に報告しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した

場合も、また同様とする。 

２ （略） 

（補助金等の額の確定等） 

第１３条 市長は、前条第 1 項の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審

査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交

付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認

めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。 

 

２ 公の施設の指定管理者 

（１）特定非営利活動法人まちづくり千葉 

ア 【団体】管理業務に係る収入を適正に管理すべきもの 

   （ア）事案及び問題点 

千葉市民活動支援センターの管理に関する基本協定書第２６条によると、指定

管理料など管理業務に係る収入は、独立した管理口座で管理するものとされてい

る。 

しかしながら、管理口座の通帳を確認したところ、指定管理料など管理業務に

係る収入は法人の収支を管理する口座と同一の口座で管理されており、独立した

管理口座で管理されていなかった。 

   （イ）指摘 

管理業務に係る収入は、基本協定書に基づき、独立した管理口座で適正に管理

されたい。 

 

（参考） 

千葉市民活動支援センターの管理に関する基本協定書 抜粋 

（経理の区分） 

第２６条 乙は、管理業務の実施に係る経理については、その他の経理と区分し、別に勘定を設け

て整理するものとし、指定管理料及び利用料金その他管理業務に係る収入を独立した管理口座

で管理するものとする。 
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（２）アマノマネジメントサービス株式会社 

ア 【団体】利用料金収入を適正に報告すべきもの 

【所管部局】利用料金の徴収方法を整理すべきもの 

   （ア）事案及び問題点 

千葉市路外駐車場管理規則（昭和５８年千葉市規則第４０号）第４条第１項に

よると、利用料金は、使用者から自動車を出場させるときに徴収するとされてい

る。 

しかしながら、月次報告書及び事業報告書を確認したところ、指定管理者の提

案により導入しているプリペイドカードによる利用料金収入については、自動車

を出場させる際の利用額ではなくプリペイドカードの販売額が収入として計上

されており、規則で定められた徴収方法による利用料金収入と異なる額が報告さ

れていた。 

   （イ）指摘 

団体においては、規則に基づき徴収した利用料金収入を適正に報告されたい。 

また、所管部局においては、プリペイドカードによる利用料金収入の徴収方法

を整理するとともに、必要に応じて規則改正等を行われたい。 

 

（参考） 

路外駐車場管理規則 抜粋 

（利用料金の徴収の方法） 

第 4 条 利用料金(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 8 項に規定する利用料金

をいう。以下同じ。)は、使用者から自動車を出場させるときに徴収する。 

2 前項の規定にかかわらず、定期駐車料金は、定期券を発行するときに徴収する。 

 

（３）桜木霊園・平和公園パートナーズ 

ア 【団体】使用許可業務に係る審査基準等を定めるべきもの 

   （ア）事案及び問題点 

千葉市霊園の管理に関する基本協定書第３２条によると、指定管理者は、管理

業務を開始する日までに、墓地等の使用許可業務を実施するために必要な審査基

準及び標準処理期間を定めて公にしておくとともに、これらを市に届け出なけれ

ばならないとされている。 

しかしながら、使用許可業務の関係書類を確認したところ、審査基準及び標準

処理期間を定めずに、使用許可業務が行われていた。 

   （イ）指摘 

墓地等の使用許可業務に係る審査基準及び標準処理期間については、速やかに

定めて公にするとともに、市に届け出をされたい。 
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（参考） 

千葉市霊園の管理に関する基本協定書 抜粋 

（審査基準等の作成等） 

第３２条 乙は、管理業務を開始する日までに、使用許可業務を実施するために必要な千葉市行政

手続条例第５条第１項に規定する審査基準及び同条例第６条に規定する標準処理期間を定めて

公にしておくとともに、これら（同条例第１２条第１項に規定する処分基準を定めた場合にあっ

ては、当該処分基準を含む。）を甲に届け出なければならない。これらの基準及び期間を変更し

た場合についても、同様とする。 

 

イ 【団体】事業報告における収支状況等を適正に報告すべきもの 

  【所管部局】事業報告の確認を適正に行うべきもの 

（ア）事案及び問題点 

千葉市霊園の管理に関する基本協定書第２４条によると、指定管理者は、管理

業務に係る報告事項を記載した月次事業報告書及び事業報告書を市に提出する

ものとされている。 

しかしながら、月次事業報告書及び事業報告書を確認したところ、管理業務外

として受託した委託業務の収支等を管理業務に含めて報告していた。 

（イ）指摘 

団体においては、事業報告について、基本協定書等に基づき、管理業務の実施

に係る経理とその他の経理を確実に区分し、収支状況等を適正に報告されたい。 

また、所管部局においては、事業報告の確認を適正に行われたい。 

 

（参考） 

千葉市霊園の管理に関する基本協定書 抜粋 

（事業報告） 

第２４条 乙は、次に掲げる事項（以下この条において「報告事項」という。）を日報として記録

するとともに、毎月１０日（その日が市の休日に当たるときは、その日後の市の休日でない日と

する。）までに前月の管理業務に係る報告事項を記載した月次事業報告書（別記第５）を甲に提

出するものとする。 

（１）管理業務の実施状況に関する事項 

（２）管理施設の利用状況に関する事項 

（３）収入の状況に関する事項 

（４）管理業務の実施に要する経費の支出の状況に関する事項 

（５）前各号に掲げる事項のほか、甲が指定する事項 

２ 乙は、毎事業年度終了後３０日以内に、報告事項を記載した事業報告書（別記第６）に管理業

務に係る収支決算書を添付して甲に提出するものとする。 

（経理の区分） 

第２５条 乙は、管理業務の実施に係る経理については、その他の経理と区分し、別に勘定を設け

て整理するものとし、指定管理料を独立した管理口座で管理するものとする。 

２ 前項の区分は、公の施設ごとに区分するとともに、当該区分したものを自主事業と自主事業以

外の管理業務とに区分するものとする。 
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 （４）コングレ・東急コミュニティー共同事業体 

ア 【所管課】年間パスポート等の利用料金の承認を適正に行うべきもの 

   （ア）事案及び問題点 

千葉市科学館設置管理条例（平成１８年千葉市条例第４４号）第９条第２項に

よると、利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員

会の承認を得て定めるものとされており、別表では展示及びプラネタリウムの投

影の観覧に係る１人１回分の利用料金が定められている。 

しかしながら、事業計画書等を確認したところ、１人１回分の利用料金の他に、

年間パスポートや常設展示フリーパスの料金が設定されていたが、同計画書の承

認がなされていた。 

   （イ）指摘 

年間パスポート等の利用料金については、条例別表に定める額の範囲内である

ことを明確にした上で適正に承認されたい。また、必要に応じて条例に明記され

たい。 

 

（参考） 

科学館設置管理条例 抜粋 

（利用料金） 

第 9条 常設展示、企画展示及びプラネタリウムの投影を観覧しようとする者並びに附帯施設を利用し

ようとする者は、指定管理者に対し、その観覧及び利用に係る利用料金(法第 244 条の 2第 8項に規

定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払わなければならない。 

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が委員会の承認を得て定めるものとす

る。 

3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

別表 

1 展示の観覧に係る利用料金 

区分 常設展示(1 人 1 回につき) 企画展示 

(1 人 1 回につき) 個人 団体(30 人以上の場合) 

一般 700 円 560 円 常設展示の額の 3 倍を

超えない額 高校生 350 円 280 円 

小学生・中学生 100 円 80 円 

備考 「一般」とは、18 歳以上の者(高校生を除く。)をいう。次項において同じ。 

2 プラネタリウムの投影の観覧に係る利用料金 

区分 一般投影(1 人 1 回につき) 特別投影 

(1 人 1 回につき) 個人 団体(30 人以上の場合) 

一般 700 円 560 円 一般投影の額の 3 倍を

超えない額 高校生 350 円 280 円 

小学生・中学生 100 円 80 円 
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千葉市科学館の利用料金等（令和５年度事業計画書及び科学館ホームページから） 

【利用料金表】 

利用者区分 常設展示 プラネタリウム 
セット券 

（常設展示＋プラネタリウム） 

大人 600 円 600 円 1,000 円 

高校生 300 円 300 円 490 円 

小・中学生 100 円 100 円 160 円 
 

【年間パスポート】 

個人会員 家族会員 

大人 3,500 円 

6,000 円(8 人まで) 高校生 2,000 円 

小中学生 1,000 円 

※科学館メンバー会の会員は、１年間、常設展示は何度でも入場でき、プラネタリウムは一般
投影のみ１日１回無料で観覧できる。 

 

【常設展示フリーパス】 

大人 1,800 円 

高校生 900 円 

小中学生 300 円 

※１年間、常設展示へ何度でも入場できる。 
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参考：監査対象団体の概要 

 

１ 出資団体 

（１）株式会社 千葉経済開発公社 

ア 設立年月日 昭和４６年６月１１日 

イ 設立目的   千葉市における住宅団地、特に稲毛海浜ニュータウンにおい

て、商業店舗、事務所等の大規模施設の運営を行うことを目的

として設立。 

ウ 所在地   千葉市美浜区高洲２丁目３番１４号 

エ 代表者   代表取締役社長 小早川 雄司 

  オ 基本財産  １億円（千葉市出資額 ４，０００万円） 

  カ 事業内容 

（ア）高洲第一ショッピングセンター、高浜ショッピングセンター、稲浜ショッ

プの管理運営 

  （イ）街かどギャラリーの活用等による近隣学校と連携したイベントや展示等の

実施 

  （ウ）マリンピア事業 

  



 

- 12 - 

キ 組織及び職員内訳（令和６年１０月１日現在） 

 

（１）組織図 

株主総会

監査役

取締役会

代表取締役社長

専務取締役

事業部

部長

各SC及びテナント管理統

括

総務部

※（部長）

次長

各SCのテナント管理

地域連携副担当

課長

総務、経理、庶務

テナント家賃管理等

嘱託

各SC建物設備の保守・管

理

地域連携担当

係長

総務、経理、庶務

 
 

（２）職員内訳 

   総務部    ２人 

   事業部    ３人 

    計      ５人 

 ※総務部（部長）は欠員 
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ク 財務諸表 

（ア）経営成績 

損益計算書 

（令和５年５月１日～令和６年４月３０日まで）   （単位：千円） 

科   目 令 和 ５ 年 度 令 和 ４ 年 度 増 減 

売上高 255,958 256,770 △812 

 土地建物賃貸料 241,309 237,662 3,647 

 店舗共同管理料 9,631 10,252 △621 

 その他収入 5,018 8,856 △3,838 

販売費及び一般管理費 224,350 223,843 508 

営業利益 31,608 32,928 △1,320 

営業外収益 3,555 3,403 152 

 受取利息 458 404 54 

 受取配当金 1,200 1,200 0 

 雑収入 1,897 1,799 98 

営業外費用 1,085 1,029 56 

 支払利息 1,085 1,029 56 

経常利益 34,077 35,301 △1,224 

特別利益 0 4,386 △4,386 

 退職給付引当金戻入 0 4,386 △4,386 

特別損失 5 0 5 

 固定資産除却損 5 0 5 

税引前当期純利益 34,072 39,687 △5,615 

法人税・住民税および事業税 11,180 10,516 664 

当期純利益 22,891 29,171 △6,280 
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（イ）財政状態 

貸借対照表 

（令和６年４月３０日現在）        （単位：千円） 

科  目 令 和 ５ 年 度 令 和 ４ 年 度 増 減 

Ⅰ  資産の部    

 1 流動資産 310,641 277,519 33,122 

 2 固定資産 1,478,974 1,500,511 △21,538 

  ⑴  有形固定資産 1,410,950 1,432,886 △21,935 

  ⑵  無形固定資産 569 569 0 

  ⑶  投資その他の資産 67,454 67,056 398 

  資産合計 1,789,614 1,778,029 11,585 

Ⅱ  負債の部    

 1 流動負債 67,118 73,678 △6,560 

 2 固定負債 390,759 390,506 253 

  負債合計 457,877 464,184 △6,307 

Ⅲ  純資産の部    

 1 資本金 100,000 100,000 0 

 2 利益剰余金 1,231,738 1,213,846 17,892 

  純資産合計 1,331,738 1,313,846 17,892 

  負債及び純資産合計 1,789,614 1,778,029 11,585 
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（２）千葉都市モノレール株式会社 

ア 設立年月日 昭和５４年３月２０日 

イ 設立目的   千葉市の交通渋滞を緩和し、都市内交通の骨格を形成する公

共交通機関である都市モノレールの運営会社として設立。 

ウ 所在地   千葉市稲毛区萩台町１９９番地１ 

エ 代表者   代表取締役社長 小池 浩和 

  オ 基本財産  １億円（千葉市出資額 ９２，９６６千円） 

  カ 事業内容 

（ア）軌道法による一般運輸業 

  （イ）土地、建物及び施設の売買及び賃貸並びに建設業 

  （ウ）駅施設等における食堂、売店、コインロッカー及び店舗の経営並びに駐車

場の経営 

  （エ）広告、宣伝の請負及び代理業 

  （オ）旅行業 

  （カ）酒、たばこ、郵便切手及び収入印紙の販売 

  （キ）前各号に付帯する一切の事業 
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キ 組織及び職員内訳（令和６年１０月１日現在） 

◆業務組織図 

 
◆職員内訳 

常 勤 役 員 5 取締役４、監査役１ 

総  務  部 14 部長１、総務課６、経理課３、経営企画課４ 

運  輸  部 132 

部長１、運輸管理課４、販売促進課４、駅４

５、運転課５、指令所６、乗務区５６、車両

課１１ 

技  術  部 29 部長１、次長１、施設課１２、電気課１５ 

合     計 180   

 

電　気　課

技　術　部

運　輸　部

総　務　部

総　務　課

経　理　課

経営企画課

運輸管理課

販売促進課

駅

運　転　課

車　両　課

施　設　課

指　令　所

乗　務　区

役
　
　
員
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ク 財務諸表 

（ア）経営成績 

損益計算書 

（令和５年４月１日～令和６年３月３１日まで）   （単位：千円） 

 

  

令和５年度 令和４年度

（ Ａ ） （ Ｂ ） （ Ａ － Ｂ ）

運 輸 収 入 3,346,155 3,100,911 245,244

運 輸 雑 収 197,866 185,233 12,632

計 3,544,022 3,286,145 257,876

人 件 費 1,358,508 1,281,603 76,904

動 力 費 150,952 181,298 △ 30,345

修 繕 費 146,063 141,466 4,597

そ の 他 経 費 722,474 727,798 △ 5,323

減 価 償 却 費 786,222 722,967 63,255

租 税 公 課 105,641 95,894 9,746

計 3,269,863 3,151,028 118,834

274,158 135,116 139,042

土 地 物 件 貸 付 料 等 8,047 6,751 1,295

業 務 委 託 管 理 収 入 51,962 43,552 8,410

計 60,009 50,303 9,705

支 払 利 息 等 5,765 3,909 1,855

計 5,765 3,909 1,855

54,244 46,394 7,850

328,403 181,511 146,892

368,540 72,060 296,480

329,849 － 329,849

367,094 253,571 113,523

△ 34,829 36,787 △ 71,617

401,074 215,933 185,140

※千円未満切り捨て

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

損益計算書

営 業 外 利 益

増減

（単位：千円）

税 引 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

項 目

経 常 利 益

特 別 利 益

営

業

収

入

営

業

費

営 業 利 益

営

業

外

収

入

営

業

外

費

用
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（イ）財政状態 

貸借対照表 

（令和６年３月３１日現在）        （単位：千円） 
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２ 財政援助団体 

（１）千葉市森林組合 

  ア 設立年月日  昭和５１年５月３１日 

イ 設立目的   千葉市内の森林を活動の対象とし、組会員の所有する森林

の保全、管理，樹木の育成だけではなく、広く市内全域の樹

林地や緑の環境保全、安全で効率的な市民生活全般にわたる

環境の改善を目的とする。 

  ウ 所在地    千葉市若葉区古泉町５５７番地 

  エ 代表者    代表理事組合長 金親 博榮 

  オ 事業内容 

（ア）森林施業の受託 

  （イ）森林経営計画 

  （ウ）資材の共同購入 

  （エ）林産物の販売 

  （オ）森林災害共済 

  カ 対象補助金 

（ア）災害に強い森づくり事業   １８，２３７，０００円 

（イ）被害森林整備事業       ３，７９９，０００円 
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３ 公の施設の指定管理者 

（１）特定非営利活動法人まちづくり千葉 

  ア 団体概要   

（ア）所在地     千葉市中央区中央３丁目１２番１２号 

（イ）代表者     理事長 山本 俊子 

  イ 公の施設の概要 

  （ア）千葉市民活動支援センター 

    ａ 指定期間    令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

    ｂ 指定管理委託料 １９，９２０千円 

    ｃ 施設の概要 

区   分 概   要 

施 設 規 模 専有床面積 １８３．７０㎡ 

施 設 構 造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

施 設 概 要 会議室、談話室等 

休 館 日 等 

休館日：年末年始（１２月２９日～１月３日） 

使用時間：月曜～土曜 ９：００～２１：００ 

     日曜・祝日 ９：００～１８：００ 
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ｄ 管理業務等の概要 

区   分 内   容 

施設の提供事業 
市民公益活動の場として、市民活動団体等の登録制度を

設け、登録団体に対し会議室・談話室等の貸出を行う。 

情報の収集及び

提供事業 

団体の紹介資料・会報・講座等のチラシや、助成金関連

情報、ボランティア募集情報、市民公益活動に関する図

書等の情報について収集・配架する。また、本施設の事

業や市内の講座・イベント等の情報を、情報誌やホーム

ページ、メールマガジン等の媒体により発信する。 

市民公益活動を

行うもの相互の

間及び市民公益

活動を行うもの

と関係機関との

間の交流及び連

携促進事業 

各種講座の開催により市民活動やボランティア活動への

参加を促進するとともに、市民活動団体等が相互に交流

するイベント等を開催し、情報交換や関係構築の場を提

供する。また、市内の大学やボランティア関連施設等の

多様な主体との連携を図る。 

相談事業 
日常的な市民公益活動に関する相談に応じるとともに、

専門的な相談に対応するため個別相談会を開催する。 

その他センター

の設置目的を達

成するために必

要な事業 

施設利用者の満足度向上のため、運営協議会を設置し利

用者から意見を募る。その他、セルフカフェコーナーの

設置や施設のＰＲ等を行う。 

自主事業 
受託事業のみでは実現できない、収益性のある事業を行

う。 
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（２）アマノマネジメントサービス株式会社 

  ア 構成団体 

（ア）所在地     神奈川県横浜市港北区菊名７丁目３番２２号 

（イ）代表者     代表取締役社長 小針 宏之 

  イ 公の施設の概要 

  （ア）千葉市栄町立体駐車場 

    ａ 指定期間 令和５年４月１日～令和１０年３月３１日 

    ｂ 利用料金収入  ４９，１６１千円 

    ｃ 施設の概要 

区   分 概   要 

面 積 敷地面積：1,984.49㎡ 延べ面積：8,743.60㎡ 

施 設 構 造 鉄骨・耐火被覆造５階６層 

駐 車 方 式 傾斜型自走式 

収 容 台 数 260台（普通自動車等 245台、二輪自動車等 15台） 

供 用 開 始 昭和５８年５月 

供 用 時 間 午前０時から午後１２時 

     

ｄ 管理業務等の概要 

区   分 内   容 

施設運営業務 施設貸出業務、市からの事業実施受託業務 

施設維持管理

業務 

駐車場管理業務、保守管理業務、清掃業務、環境衛生管理業

務、設備機器管理業務、備品管理業務、警備業務 

経営管理業務 
事業計画書の作成業務、事業報告書の作成業務、事業評価業

務、関係機関との連絡調整業務、指定期間終了時の引継業務 
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（３）桜木霊園・平和公園パートナーズ 

  ア 構成団体及び所在地 

  （代表企業） 西武造園株式会社 

代表取締役 大嶋 聡 

         東京都豊島区南池袋１丁目１６番１５号 

  （構成団体） イオンディライト株式会社 

代表取締役 濱田 和成 

         大阪府大阪市中央区南船場２丁目３番２号 

  イ 公の施設の概要 

  （ア）千葉市桜木霊園 

  （イ）千葉市平和公園 

    ａ 指定期間 令和５年４月１日～令和１０年３月３１日 

    ｂ 指定管理委託料 ２４３，３２０千円 

    ｃ 施設の概要 

   ・千葉市桜木霊園 

区   分 概   要 

所 在 地 千葉市若葉区桜木１丁目４４番地 

開 設 昭和１４年１１月１４日 

施 設 規 模 総敷地面積：１３．４ｈａ 

施 設 概 要 

管理事務所：１か所 鉄骨造 平屋建 床面積１６０，９０㎡ 

倉庫：２か所 軽量鉄骨造及び木造 

作業員詰所：１か所 軽量鉄骨造 平屋建 床面積８６．１㎡ 

車庫：２か所 ・公衆便所：３か所（管理事務所、詰所分を除く） 

旧火葬場・待合室：１か所 鉄骨造 ２７６．６７㎡ 

駐車場：第１駐車場１０台 第２駐車場６０台駐車可能 

給水施設：上（県）水道、公共下水道 

変電施設：１か所 ・防犯カメラ：１０台 

開園時間：通年開放 

管理事務所受付時間：午前８時３０分～午後５時 

休園日：１２月２９日～１月３日 

（管理事務所のみ。門扉については２４時間開放） 

・墓所数：９，６２０区画 

・合葬墓：１２，０００体 

・納骨堂（桜木霊堂）：２，０２０体 

（令和６年度に機能更新を予定） 

※敷地の一部（約 386.92㎡）を桜木子どもルームに貸与 
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・千葉市平和公園 

区   分 概   要 

所 在 地 千葉市若葉区多部田町１４９２番地２ 

開 設 昭和４７年７月１日 

施 設 規 模 総敷地面積：７８．３ｈａ（未取得地を除く） 

※ 上記のうち、現在整備工事中の拡張区域Ａ地区については、

竣工の翌年度から、順次管理区域面積が拡大される予定 

（現行：７１．４ｈａ（当初墓域、拡張区域 Ｃ地区・Ｄ地区）） 

施 設 概 要 管理事務所：１か所 鉄筋コンクリート造 平屋建 

 床面積１９６㎡ 

倉庫：２か所 プレハブ造 

作業員詰所：１か所 プレハブ造 

便所：１０か所 

（浄化槽は１１か所設置、管理事務所内便所を含む） 

駐車場：園内に２８４台駐車可能 

給水施設：２か所（井戸水を使用） 

変電施設：２か所 

防犯カメラ：５台 

開園時間： ４月～９月 午前８時３０分～午後７時 

（西、南門午後６時閉鎖） 

１０月～３月 午前８時３０分～午後５時 

（西、南門午後４時閉鎖） 

管理事務所受付時間：午前８時３０分～午後５時 

休園日：１２月２９日～１月３日 

（管理事務所のみ。門扉については２４時間開放。） 

墓所数：３０，８０７区画 

うち普通墓所：１３，６４４区画 

うち芝生墓所：１５，７８０区画 

うち林間墓所： １，３８３区画 

合葬式樹木葬墓地：３０，４００体（予定） 

※ 上記に加え、令和５年度以降順次、拡張区域Ａ地区の墓地区

画数、管理面積・施設（便所２棟、駐車場）等が増加する予定 
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ｄ 管理業務等の概要 

区   分 内   容 

施設運営業務 

（ア）墓地使用の許可等をはじめとした施設の管理運営業務 

（イ）墓地管理料などの収納及び管理に係る業務 

（ウ）その他の業務 

施設維持管理

業務 

（ア）保守管理業務（１件１００万円未満の修繕を含む。） 

（イ）植栽等管理業務 

（ウ）清掃業務 

（エ）環境衛生管理業務 

（オ）設備機器管理業務 

（カ）物品管理業務 

（キ）警備業務 

（ク）その他の業務 

経営管理業務 

（ア）事業計画書の作成業務 

（イ）事業報告書の作成業務 

（ウ）事業評価業務 

（エ）関係機関との連絡調整業務 

（オ）指定期間終了時の引継業務 

（カ）その他の業務 
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（４）コングレ・東急コミュニティー共同事業体 

  ア 構成団体及び所在地 

  （代表企業） 株式会社コングレ 

代表取締役社長 武内 紀子 

         東京都中央区日本橋三丁目１０番５号 

  （構成団体） 株式会社東急コミュニティー 

代表取締役 木村 昌平 

         東京都世田谷区用賀四丁目１０番１号 

  イ 公の施設の概要 

  （ア）千葉市科学館 

    ａ 指定期間 令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

    ｂ 指定管理委託料 ３８８，０７２千円 

    ｃ 利用料金収入   ７０，８６４千円 

    ｄ 施設の概要 

区   分 概   要 

施 設 規 模 

複合施設全体敷地面積:7,122.28 ㎡ 

(バス駐車場 508.15 ㎡含む) 

本施設延床面積: 19,899.41 ㎡ 

(複合施設共有部分 11,556.83 ㎡含む) 

施 設 構 造 鉄筋鉄骨コンクリート造(地下 1 階･地上 15 階) 

施 設 概 要 

複合施設内 B1、7階～10階に所在 

B1階：倉庫 

7階: プラネタリウム室、企画展示室、事務室等 

8階～10階: 常設展示室、実験室等 

大型バス専用駐車場は 4台収容可 

開 館 時 間 ･ 

休 館 日 等 

開館時間: 9時～19時(プラネタリウム室は 20時まで) 

休館日: 年末年始、保守点検日 
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ｅ 管理業務等の概要 

区   分 内   容 

基 本 的 業 務 
広報業務、発券等受付業務、接客業務、情報管理業務、

緊急時対応業務、感染症への対応 

展 示 事 業 常設展示業務、企画展示業務 

教 育 普 及 事 業 講座等運営業務、学校支援業務、研修支援業務 

プラネタリウム 

事 業 

プラネタリウム機器等管理業務、投影業務(一般投影業

務、学習投影業務)、投影プログラム作成業務、天文教育

普及業務 

ボ ラ ン テ ィ ア 

事 業 
ボランティア募集･育成･活動支援業務 

科 学 都 市 戦 略 

事 業 

千葉市科学都市戦略事業方針に基づく千葉市教育委員

会主催事業の共催、協力 

そ の 他 事 業 
ミュージアムトライアングル連携事業、地域連携事業、

リピーター対策事業、ミュージアムショップ運営事業 

 


